
赤字は、12月13日付け「議案の訂正について」による修正箇所です。

   １２月補正予算の概要
          （通常分）  

 

【議案第102号】 〔単位：千円〕
■一般会計 …………………………   1,830,408千円

予算規模（補正前 98,255,609千円 → 補正後 100,086,017千円）
予算規模（補正前 98,255,609千円 → 補正後 100,085,703

歳 入

① 国庫支出金（ 12,199,858 → 12,227,811 ） 27,953 千円

令和3年発生道路橋梁災害復旧費負担金 千円

子ども・子育て支援事業費補助金 千円

感染症予防事業費等補助金 千円

② 県支出金（ 7,189,901 → 7,199,936 ） 10,035 千円

新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金 千円

医療施設等設備整備費補助金 千円

農林水産業総合振興事業費補助金 千円

③ 繰入金（ 554,974 → 2,300,623 ） 1,745,649 千円

繰入金（ 554,974 → 2,300,309 1,745,335

財政調整基金繰入金 千円

水族博物館整備運営基金繰入金 千円

④ 諸収入（ 4,413,103 → 4,462,274 ） 49,171 千円

売電収入 千円

地域バイオマス利活用交付金返還金（過年度分） 千円

移動露店市場出店者負担金 千円

物産展出店者負担金 千円

多面的機能支払補助金返還金（過年度分） 千円

⑤ 市債（9,810,411 → 9,808,011 ） ▲ 2,400 千円

過疎地域持続的発展特別事業 千円

（ ）
（ ）

令和3年発生道路橋梁災害復旧事業 千円

23,844

2,530

7,574

1,738,075

1,579

11,900

1,737,761

◆

1,870

1,576

1,830,094

観光施設等管理事業 ▲ 2,200

6,589

4,479

4,988

12,483

4,673

▲ 12,100地域活動支援事業

22,548

▲ 14,300



歳 出

① 総務管理費職員人件費 ▲ 173 千円

市長の給与月額の減額に伴い、職員人件費を減額するもの。

② 国県支出金等還付金 157,100 千円

国県支出金等還付金が当初の見込みを上回ることから不足分を増額
するもの。

③ 企画調整費 314 千円

当市における重要な政策及び施策の推進に当たり、多様な知見やノ
ウハウを有する外部の人材からの助言や提言を得ることを目的とし
て、政策諮問委員を設置するために必要な経費を増額するもの。

④ 新幹線整備促進費 9,197 千円

上越妙高駅周辺地区商業地域内に新たに建設された施設に係る建築
資金借入利子前払事業補助金を増額するもの。

⑤ 市民プラザ管理運営費 4,422 千円

上越市市民プラザの空調設備の更新工事に要する経費を増額するも
の。

⑥ 地域活動支援事業 0 千円

過疎対策事業債のうちソフト事業分の発行限度額が当初の見込みを
下回ることから、本事業において財源を組み替えるもの。

⑦ 国民健康保険特別会計繰出金 615 千円

国民健康保険に係る医療費通知等の件数が当初の見込みを上回るこ
となどから、特別会計への繰出金を増額するもの。

⑧ 福祉施設建設事業 1,870 千円

県の新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金の内示を
受けた介護保険施設が実施する環境整備に係る補助金を増額するも
の。

⑨ 児童手当給付事業 2,530 千円

児童手当法の一部改正に伴う児童手当システムの改修に要する経費
を増額するもの。

⑩ 公立保育所運営費 29,469 千円

幼児の感染症対策として、保育園におけるトイレの手洗い場の自動
水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

⑪ 特別保育事業 17,889 千円

幼児の感染症対策として、私立の保育園及び認定こども園における
トイレの手洗い場の自動水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

⑫ 保健福祉総合データバンク事業 3,425 千円

市民がマイナポータルを通じ、健康診査の結果等を閲覧できるよう
にするため、健康管理システムの改修に要する経費を増額するもの。

◆

( 一般財源 4,422 )

( 国庫支出金 1,579、一般財源 1,846 )

( 国庫支出金 2,530 )

( 一般財源 9,197 )

( 一般財源 ▲173 )

( 県支出金 1,870 )

( 一般財源 314 )

( 一般財源 29,469 )

( 一般財源 17,889 )

( 市債 ▲12,100、一般財源 12,100 )

( 一般財源 615 )

( 諸収入 26,052、一般財源 131,048 )



⑬ 休日・夜間診療所管理運営費 1,576 千円

県の医療施設等設備整備費補助金の内示を受けた病院が実施する医
療機器整備に係る補助金を増額するもの。

⑭ ごみ焼却施設管理運営費 31,846 千円

クリーンセンターの運営維持管理委託料について、昨冬の大雪に伴
い排出された枝木の処理等により不足が見込まれることから、所要
額を増額するとともに、売電収入の見込額にあわせて、財源を組み
替えるもの。

⑮ 担い手育成確保支援事業 6,589 千円

県の農林水産業総合振興事業費補助金を活用して農業法人等が行う
農業用機械の整備について、春の耕作に向け新たな交付申請が見込
まれることから、所要額を増額するとともに、当該補助金の活用実
績にあわせて、予算を整理するもの。

⑯ 設備投資促進事業 14,259 千円

新潟県南部産業団地及び三和西部産業団地の分譲に伴い、産業団地
等取得補助金を増額するもの。

⑰ 新型コロナウイルス感染症経済対策費 1,349,594 千円

厳しい経営状況にある中小企業者等への支援として、現在給付を行
っている第3次事業者経営支援金の不足が見込まれることから、所
要額を増額するとともに、引き続きの支援として、本年12月から来
年4月までの売上げの減少を対象に、第4次となる支援金の給付に要
する経費を増額するもの。
とりわけ業況の回復が厳しい飲食及び宿泊業への支援として、市内
飲食店で使用できるクーポンを作成するほか、宿泊料金を割引する
宿泊需要喚起キャンペーン事業を展開するもの。
コロナ禍を受けての新たな取組を支援する中小企業者チャレンジ応
援事業補助金を追加するほか、プレミアム付商品券発行事業の再度
の実施に要する経費を増額するもの。

⑱ 観光振興対策事業 2,660 千円

来年春の高田城址公園観桜会の会期見直しに伴う経費を増額するも
の。

⑲ イベント推進費 13,336 千円

来年春の高田城址公園観桜会の会期見直しに伴う経費を増額するも
の。

⑳ 観光施設等管理事業 0 千円

過疎対策事業債のソフト事業分の発行限度額を踏まえ、休止中の三
和ネイチャーリングホテル米本陣の維持管理経費について、財源の
組替えを行うもの。

㉑ 除雪費 37,727 千円

異常降雪等により市道除雪に大幅な遅延が見込まれる場合において、
除雪事業者に代わって除雪作業を実施していただいた町内会等の皆
さんに報償金をお支払いする制度を創設するもの。
また、昨冬の大雪に伴い除雪機械の冬期前における修繕料が増嵩し、
冬期中の修繕料に不足が見込まれることから、所要額を増額するも
の。

㉒ 私立幼稚園等教育振興事業 4,136 千円

幼児の感染症対策として、私立幼稚園におけるトイレの手洗い場の
自動水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

( 諸収入 1,797、一般財源 11,539 )

( 一般財源 37,727 )

( 県支出金 1,576 )

( 諸収入 28,801、一般財源 3,045 )

( 市債 ▲2,200、一般財源 2,200 )

( 県支出金 6,589 )

( 一般財源 14,259 )

( 一般財源 1,349,594 )

( 諸収入 2,660 )

( 一般財源 4,136 )



㉓ 小学校市単独事業 61,110 千円

児童の感染症対策として、小学校におけるトイレの手洗い場の自動
水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

㉔ 中学校市単独事業 30,400 千円

生徒の感染症対策として、中学校におけるトイレの手洗い場の自動
水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

㉕ 幼稚園施設管理費 104 千円

幼児の感染症対策として、高田幼稚園におけるトイレの手洗い場の
自動水栓化工事に必要な経費を増額するもの。

㉖ 上越科学館管理運営費 510 千円

県の特別警報の発令による臨時休館に伴い利用料金収入等が減少し
た上越科学館について、協定に基づき、減収に対する補填金を増額
するもの。

㉗ 水族博物館管理運営費 7,574 千円

県の特別警報の発令による臨時休館に伴い利用料金収入等が減少し
た水族博物館うみがたりについて、協定に基づき、減収に対する補
填金を増額するもの。

㉘ オールシーズンプール管理運営費 1,509 千円

県の特別警報の発令による臨時休館に伴い利用料金収入等が減少し
たオールシーズンプールについて、協定に基づき、減収に対する補
填金を増額するもの。

㉙ 道路橋梁災害復旧費 40,820 千円

本年7月の豪雨により被災した市道安塚石橋和田線ほか1路線につい
て、国の災害査定により公共土木施設災害復旧事業が確定したこと
から、復旧事業費を増額するもの。

◎ 債務負担行為(追加)

上越市市民プラザ個別空調改修事業
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 10,318 千円

指定管理者との協定に基づくリージョンプラザ上越管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 814,800 千円

指定管理者との協定に基づく浦川原生活支援ハウス管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 48,310 千円

指定管理者との協定に基づく頸城生活支援ハウス管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 50,730 千円

指定管理者との協定に基づく板倉生活支援ハウス管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 38,290 千円

指定管理者との協定に基づく名立生活支援ハウス管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 64,350 千円

( 一般財源 30,400 )

( 一般財源 61,110 )

( 一般財源 1,509 )

( 国庫支出金 23,844、市債 11,900、一般財源 5,076 )

( 一般財源 104 )

( 一般財源 510 )

( 繰入金 7,574 )



指定管理者との協定に基づく上越リゾートセンターくるみ家族園管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 93,875 千円

指定管理者との協定に基づく若竹寮管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 児童福祉法による児童入所施設措置費等の国庫負担金に係る

交付要綱に基づく措置費等の額、同要綱に準じて算出した民
間施設給与等改善費の額、児童福祉法第33条の規定に基づく
児童の一時保護委託金及び「里親の一時的な休息のための援
助（レスパイト・ケア）実施要綱」に基づく委託金の合計額

観光物産宣伝推進委託料
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 5,286 千円

露店市場管理委託料
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 4,405 千円

観桜会事業補助金
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 45,773 千円

道路維持事業（市道外側線の計画的修繕）
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 26,208 千円

道路維持事業（市道舗装の計画的修繕）
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 175,912 千円

道路整備事業（第1期道路整備事業）
期　間 令和3年度から令和4年度まで
限度額 23,112 千円

指定管理者との協定に基づく菱の里管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和6年度まで
限度額 12,660 千円

指定管理者との協定に基づく上越科学館管理運営業務委託料
期　間 令和3年度から令和8年度まで
限度額 239,990 千円



【議案第103号】 〔単位：千円〕
国民健康保険特別会計 ………………  28,368千円

予算規模 (補正前 17,490,807 千円 → 補正後 17,519,175 千円)

医療費通知等の件数が当初の見込みを上回ることなどから、所要額を増額するとともに、
保険給付費等交付金等の精算額の確定に伴い、償還金を増額するもの。

◆歳   入

・ 国庫支出金 ( 1 → 76 ) ……………………………………………………………………………75 千円

・ 繰入金 ( 1,231,525 → 1,259,818 ) ……………………………………………………………28,293 千円

◆歳 出

・ 総務費 ( 197,756 → 198,446 ) …………………………………………………………… 690 千円

・ 諸支出金 ( 96,140 → 123,818 ) ……………………………………………………………27,678 千円

【議案第104号】

■ガス事業会計 …………………… 　0千円

　予算規模 (補正前 7,754,571千円 → 補正後 7,754,571千円)
※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

令和4年度に実施する予定のガス経年管更新工事について、早期発注と施工時期の平準化を

図るため、新たに債務負担行為を設定するもの。

◎債務負担行為(追加)

ガス経年管更新工事

期　間 令和3年度から令和4年度まで

限度額 26,909千円

【議案第105号】

■水道事業会計 …………………… 　0千円

　予算規模 (補正前 9,198,533千円 → 補正後 9,198,533千円)
※予算規模は、収益的支出と資本的支出の合計額

令和4年度に実施する予定の水道経年管更新工事及び水道管修繕工事について、早期発注と

施工時期の平準化を図るため、新たに債務負担行為を設定するもの。

◎債務負担行為(追加)

水道経年管更新工事

期　間 令和3年度から令和4年度まで

限度額 178,523千円

水道管修繕工事

期　間 令和3年度から令和4年度まで

限度額 36,905千円

■


